
みどりの食料システム戦略の実現に向けた関係府省庁連携の取組
○「みどりの食料システム戦略に関する関係府省庁連絡会議」を設置し（令和４年４月）、内閣府、金融庁、消費者庁、総務省、外務省、財務省、文
部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省との連携体制を構築

○みどりの食料システム戦略に基づき、下水汚泥資源の肥料利用の拡大や学校給食における有機農産物の活用促進など、関係府省庁が連携した調達、
生産、加工・流通、消費の各段階の取組を展開

消費者に向けた対外的な発信
・持続可能な社会の実現に向けた消費者向けシンポジウム
の開催（R6年2月）【消費者庁、農林水産省】
・「あふの環」を通じたサステナブルな消費の促進（R2年度
～）や、食と農林水産業に関わるサステナブルな取組の動画
の表彰（R2年度～）【消費者庁、農林水産省、環境省】
（今後の連携方向）
・みどり戦略学生チャレンジの普及推進【農林水産省、文部
科学省その他の関係府省庁】
みどり戦略学生チャレンジの普及推進のため、学校教育現場や学

生が集まる場で周知。

「見える化」農産物や有機農産物の活用推進
・有機農業拠点創出・拡大加速化事業【農林水産省】R7当
初6億円の内数、R6補正38億円の内数
・学校給食への有機農産物等使用促進による食の指導充
実に関する調査研究【文部科学省】R7当初0.6億円
・グリーン購入法に基づく国等の環境物品等の調達基本
方針【環境省、農林水産省、関係府省庁】
「基準値１（プレミアム基準）」として、「見える化」農産物、

有機農産物等を位置付け（R7年1月末見込み）。これを踏まえ、
今後、各府省庁の食堂等における調達を推進。
（今後の連携方向）
・「デコ活」等を通じた情報発信等【農林水産省、環境省】
環境に配慮して生産された農産物の購買促進のため、情報発信

コンテンツ等の充実を推進。
・インバウンド需要の取り込み【農林水産省、関係府省庁】
レストラン等に英語版みえるらべるを周知する等、インバウン

ドへの訴求を強化。

みどりの食料システム戦略に基づき、
環境と調和のとれた食料システム

の確立に向け、
関係府省庁が連携した取組を展開

みどりの食料システム法に基づく認定
・みどりの食料システム法に基づく事業者の認定【基盤確立
事業を所管する省（農林水産省、財務省、厚生労働省、経済産業省、
環境省）】

R6年までに、環境負荷低減に資する研究開発や機械・資材の販売
等を行う86の事業者の取組を認定。化学肥料・化学農薬の低減に資
する農業機械82機種がみどり税制の対象となっている。

・みどりの食料システム法の認定等による補助事業等の優遇
措置等の実施【農林水産省、関係府省庁】
みどり法の計画認定等により予算事業においてポイント加算など

の優遇措置等の実施。今後、関係府省庁の予算事業におけるポイン
ト加算などの優遇措置等の拡充を検討。

SAF（持続可能な航空燃料）の導入に向けた検討
・SAFの導入促進に向けた官民協議会の開催（R4年4月～）【農
林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省】

ESG金融の推進
・農林水産業・食品産業に関するESG地域金融実践ガイ
ダンス（第３版）の公表（R6年3月）【農林水産省】
・地域金融機関による農業分野での特徴的な取組事例の
フォローアップ【金融庁、農林水産省】

革新技術創出に向けた研究開発の推進
・将来の技術革新を支える、バイオマス生産・活用等に
係る研究を推進【内閣府、文部科学省】

下水汚泥資源の肥料利用の拡大
・下水汚泥肥料化推進事業【国土交通省】R7当初86億円の内数
・社会資本整備総合交付金等【国土交通省】R7当初13,344億円
の内数、R6補正62億円の内数
・国内肥料資源利用拡大対策【農林水産省】R6補正64億円

（令和７年１月時点）

持続可能な食料・農林水産業に係る国際的な発信
・G7農業大臣会合、G20農業大臣会合/首脳会合、
ASEAN+3（日中韓）首脳会議、ASEAN関連首脳会議、
UNFCCC-COP29、CBD-COP16、FAOアジア・太平洋地
域総会、APEC食料安全保障大臣会合/首脳会議、AZEC首
脳会合【外務省、農林水産省】
（今後の連携方向）
・農業分野のGHG排出削減技術等の国際発信【外務省、農林
水産省、経済産業省、環境省】

COP30等の気候変動国際交渉や関連フォーラ等において、農業
分野のGHG排出削減技術及びそれを後押しする施策を発信。

AZECパートナー国間で採択した今後10年のための
アクションプランに「日ASEANみどり協力プラン」
に基づく取組等を位置付けるとともに、石破総理大
臣より、各国との主要な協力案件として、水田メタ
ン削減によるJCMの活用に向けた取組を紹介。（第
2回AZEC首脳会合（R６年10月）） 写真：首相官邸HP

食品ロス削減の推進
・フードサプライチェーンにおける課題解決や未利用食
品の提供、消費者等の行動変容の促進、食品廃棄ゼロエ
リア創出等を通じ、食品ロス削減を推進【消費者庁、農林
水産省、環境省】

生物多様性の保全
・ネイチャーポジティブ経済移行戦略を策定（R6年3月）【環
境省、農林水産省、経済産業省、国土交通省】
・地域生物多様性増進法が成立（R6年4月）【環境省、農林水産
省、国土交通省】

バイオマスの活用推進
・バイオマス産業都市の選定【内閣府、総務省、文部科学省、
農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省】

脱炭素先行地域等の地域脱炭素の推進
・脱炭素先行地域・重点対策加速化事業の選定
【環境省】地域脱炭素推進交付金R7当初385億円、R6補正365億円
（みどり法の計画認定等による優遇措置等の実施）

資料３

地球温暖化対策の推進
・Ｊ－クレジット制度の普及・拡大【農林水産省、経済産業省、
環境省】
・JCMに係る手続を法定化する改正地球温暖化対策推進法が
成立（R6年6月）【環境省、農林水産省、経済産業省】
・フードサプライチェーンにおける脱炭素化の「見える化」
【農林水産省、経済産業省、環境省】
（今後の連携方向）
・農林水産分野のＪ－クレジットの需要拡大【農林水産省、
関係府省庁】
農林水産分野のＪ－クレジットの需要拡大に向け、カーボン・ク

レジット市場や排出量取引制度の動向も踏まえ、企業等に対して、
農林水産業由来のカーボン・クレジットの価値の理解を促進。
・適正な営農型太陽光発電の導入促進【農林水産省、環境省】
これから営農型太陽光発電を始めようとする事業者が、適切な取

組を行うよう、課題等を整理したマニュアルを作成。
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